≪必要書類≫
負担上限月額等認定申請書に添付して提出する書類は下記のとおりです。

	利用しているサービス
	減免等種類
	必要書類

	施設入所支援
	特定障がい者特別給付金
（補足給付関係）
個別減免関係
	１　申請者の収入が分かる書類
・障がい年金等の金額が分かるもの　（年金証書、年金の振込通知書、又は年金が振り込まれている通帳の写し）
・その他の収入　（工賃証明書、臨時福祉給付金支払通知書等）

２　社会保険料等の必要経費が確認できる書類
　（領収印のある領収書、通帳の写し等）

· 受給者が市町村民税課税世帯に属する場合は不要。

	療養介護
	[bookmark: _GoBack]医療型個別減免
	１　申請者の収入が分かる書類
・障がい年金等の金額が分かるもの　（年金証書、年金の振込通知書、又は年金が振り込まれている通帳の写し）
・その他の収入　（工賃証明書、臨時福祉給付金支払通知書等）

２　社会保険料等の必要経費が確認できる書類
　（領収印のある領収書、通帳の写し等）

３　健康保険証のコピー

４　健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証
（認定を受け、発行されている方）

	共同生活援助
（グループホーム）
	特定障がい者特別給付金
（家賃額助成）
	１　家賃の額を証明する書類　（契約家賃額証明書）

· 受給者が市町村民税課税世帯に属する場合は不要。


※１　収入・経費などの証明の対象期間は前年の１月から１２月分です。　　
※２　対象年１月１日に福山市に住民票がない方であって、税法上の扶養にとられている方は、対象年度の市町村民税課税（非課税）証明書の提出が必要です。市町村民税課税（非課税）証明書の発行開始日は、市町村によって異なります。対象年１月１日に住民票のあった市町村に確認の上申請して証明を取得し、提出してください。
※３　負担上限月額等認定申請書は、負担上限月額の更新及び補足給付費などの認定を申請するものです。有効期間が終了するサービス等の更新はできません。有効期間が終了するサービス等がある場合は、別途更新申請書を提出してください。
